
監査公表第１３号 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、下記のとおり定例監査を執行したのでそ

の結果を同法第 9項の規定により、別紙のとおり公表する。 

 

平成２５年７月２６日 

 

                 新庄市監査委員  髙 山 孝 治 

 

                 新庄市監査委員  山 口 吉 靜 

 

 

記 

 

監査の期間及び監査の対象 

監  査  期  間 監    査    対    象 

平成２５年６月２１日～ 

７月３日 

子育て推進課の平成２４年度の財務に関する事務

の執行及び経営に係る事業の管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



概 要［子育て推進課］ 

 

（１）職員の配置状況                        平成 25年 4月 1日現在 

職  名 

 

室  名 

課

長 

室

長 

主

査 

主

任 

主

事 

嘱

託 
計 

総     括 1      1 

子育て企画室   1 1  1 2 5 

保 育 推 進 室   1 1 1 1 1 5 

計 1 2 2 1 2 3 11 

 

 

（２）歳入歳出予算執行状況（平成 24年度） 

○ 一般会計 

歳 入                                    （単位：円） 

款  項   目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 額 
不納欠損

額 
収入未済額 収入率 

12.01.02 

民生費負担金 
129,204,000 132,579,808 116,754,810 1,791,860 14,023,138 88.07 

13.01.02 

民生使用料 
9,171,000 11,625,540 11,384,240 0 241,300 97.92 

14.01.01 

民生費国庫負担金 
526,155,000 523,618,018 523,618,018 0 0 100.00 

14.02.01 

民生費国庫補助金 
12,950,000 12,524,000 12,524,000 0 0 100.00 

14.03.02 

民生費委託金 
106,000 111,804 111,804 0 0 100.00 

15.01.01 

民生費県負担金 
116,679,000 110,026,702 110,026,702 0 0 100.00 

15.02.01 

総務費県補助金 
369,000 0 0 0 0 0.00 

15.02.02 

民生費県補助金 
138,820,000 126,130,320 126,130,320 0 0 100.00 

17.01.03 

民生費寄附金 
0 30,000 30,000 0 0 100.00 

20.04.03 

過年度収入 
2,935,000 3,310,507 3,310,507 0 0 100.00 

20.04.05 

雑 入 
5,535,000 8,919,900 8,670,900 33,000 216,000 97.21 

計 941,924,000 928,876,599 912,571,301 1,824,860 14,480,438 98.24 

 

 



歳 出                                     （単位：円） 

款   項   目 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率 

03.01.03 障害者福祉費 99,606,000 87,295,721 12,310,279 87.64 

03.02.01 児童福祉総務費 195,502,013 182,985,952 12,516,061 93.60 

03.02.02 児童母子措置費 817,807,987 811,007,309 6,800,678 99.17 

03.02.03 保育所費 545,951,608 528,053,422 17,898,186 96.72 

03.02.04 児童館費 42,663,000 41,758,238 904,762 97.88 

計 1,701,530,608 1,651,100,642 50,429,966 97.04 

 

 

監査の結果 

監査に付された関係諸帳簿及び資料等を照合検証したところ、計数的に正確であると認めた。ま

た、業務の執行についても概ね妥当であった。ただし、下記事項については改善措置が必要と認め

られる。 

 

記 

 

 １．施設分として購入した備品についても統括課として正確に把握し、現物と照合できるような方

法により、適正な備品管理に努めること。 

 

 


